
◎　川崎市地球温暖化対策計画の施策体系　No.1　※下線、太字の事業はCCかわさき２００９などに位置づけのある事業

・環境に配慮した自動車の購入(市バス車両の整備）
・市バスへのBDFの試験導入
・グリーン電力の購入(エコオフィス推進事業)
・汚泥焼却の余熱利用(入江崎余熱利用プール運営事業)　　　　　など

・ミックスペーパー・その他プラスチック資源化処理施設整備事業
・生ごみ等リサイクル推進事業
・廃棄物処理施設における余熱利用(ごみ焼却事業、リサイクルパークあさお整備事業)
・廃棄物鉄道輸送　など

・特別緑地保全地区の指定(緑地保全事業)
・緑の景観づくり支援事業　など

・電気自動車導入支援(電気自動車導入助成事業費)
・低公害車の普及・エコドライブの推進(低公害車普及促進事業)
・環境に配慮した運搬制度(エコ運搬）
・ICカードシステムの導入など(公共交通の移動円滑化の促進)
・川崎駅東口駅前広場再編における環境配慮(川崎駅周辺総合整備事業)　など

・中小企業向け省エネルギー診断の実施(地球温暖化対策事業)　など

・メガワットソーラーの推進
・住宅用太陽光発電施設の補助拡充・市民共同発電所
・太陽光発電設備導入モデル事業　など

・先端産業等立地促進事業(川崎市先端産業創出支援制度など)
・低CO2川崎ブランド制度の構築（地球温暖化対策事業)　など

・川崎国際環境技術展の開催（国際環境産業推進事業）
・アジア起業家誘致交流促進事業
・国連環境計画(UNEP）連携協調事業
・環境総合研究所整備事業　など

施策体系と取組イメージ

Ⅰ　川崎の特徴・強みを活かした環境対策の推進

Ⅱ　環境技術による国際貢献の推進

Ⅲ　多様な主体の協働によるCO2削減の取組の推進

Ⅲ-1　再生可能エネルギー導入

Ⅲ-2　事業者のCO2削減活動の推進

Ⅲ-5　運輸・交通における地球温暖化対策

Ⅲ-6　緑の保全及び緑化の推進

Ⅲ-7　循環型社会の形成の推進

Ⅲ-9　市役所の率先取組

・区における協働事業の推進(協働推進事業)　など

Ⅲ-3　市民のCO2削減活動の推進

・建築物環境配慮推進事業
・環境影響評価・環境調査事業　など

Ⅲ-4　建築物及び開発行為に関する地球温暖化対策

（1）大規模事業者に対する地球温暖化対策計画書・報告書
（2）中小規模事業者等に対する地球温暖化対策の支援等

（1）建築行為における地球温暖化対策
（2）開発行為における地球温暖化対策
（3）住宅販売時の情報提供等

（1）再生可能エネルギーの優先的な利用等
（2）エネルギー供給事業者による情報提供等

（1）地球温暖化対策に資する製品・技術等
（2）環境技術等による国際貢献の推進

条例の基本的な考え方における施策との関連

２　事業活動に対する地球温暖化地策

３　建築行為及び開発行為における地球温暖化対策

４　再生可能エネルギー等の利用による地球温暖化対策

５　運輸・交通における地球温暖化対策

６　優れた環境技術等による国際貢献の推進

７　日常生活等における配慮

９　緑の保全及び緑化の推進

10　廃棄物の発生抑制など循環型社会の形成

11　広域連携の推進

第3回部会の主な意見
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○産業と連携したモデル事業の実施など

○再生可能エネルギーの推進

○家庭部門の対応
○市民の行動を促す
・負担も含めた数字の提示
・識改革の選択肢提示

○景観計画、地区計画など、自主的な取組
○土地利用計画とつなげるモデル事業の実施

○廃棄物対策

○基金の創設

資料３

・環境教育推進事業
・環境パートナーシップかわさき事業　など

Ⅲ-8　環境教育・環境学習の推進 ８　環境教育・環境学習の推進

1 ページ



◎　川崎市地球温暖化対策計画の施策体系イメージ　No.2

・地球温暖化対策地域推進計画　主体：市民、事業者、学校、行政
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分野：ライフスタイル、交通、緑、廃棄物、エネルギー
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主体別、行為別などからみた施策体系イメージ

(参考)既往計画における施策体系分類

　重複する部分については、具体的な事業
を整理する上では、再掲するイメージ
　例えば、大規模な太陽光発電施設の設置
の場合、Ⅲ2の事業者の取組の中にも、Ⅰ
川崎の特徴・強みを活かした環境対策に
も、Ⅲ1の再生可能エネルギーにも含まれる
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地域環境
の整備

（参考)温室効果ガス排出の各部門と
義務的記載事項4項目の関係(マニュアル3-27)

（１）地域の特性に応じた対策の実施
　地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、温
室効果ガスの排出の削減等のための総合的かつ計画的な施策を
策定し、実施するよう努める。
　例えば、低炭素型のまちづくり、公共交通機関や自転車の利
用促進、バイオマスエネルギー等の新エネルギー等の導入、地
域住民に身近なごみ問題への取組など、地域の自然的社会的条
件に応じた先駆的で創意工夫を凝らした対策に取り組む。

（２）率先した取組の実施
　地方公共団体自身が率先的な取組を行うことにより地域の模
範となることが求められる。このため、地球温暖化対策推進法
に基づき、公立学校や公立病院も含め、地方公共団体の事務及
び事業に関し実行計画を策定し、実施する。

（３）地域住民等への情報提供と活動推進
　地域住民・企業へのきめ細やかな対応を実施するため、都道
府県等の地球温暖化防止活動推進センター、地球温暖化防止活
動推進員、地球温暖化対策地域協議会が指定、委嘱、組織され
ている場合には、その活用を図りながら、教育、民間団体支
援、先駆的取組の紹介、相談への対応を行うよう努める。

（参考)目標達成計画に定められた
地方公共団体の基本的役割（抜粋　p20）

　特に、市区町村は、その区域の事業者や住民との地域に
おける最も身近な公的セクターとして、地球温暖化対策地
域協議会等と協力・協働し、地域の自然的社会的条件を分
析し、主として、地域住民への教育・普及啓発、民間団体
の活動の支援、地域資源をいかした新エネルギー等の導入
のための調査・導入事業といった、より地域に密着した、
地域の特性に応じたて最も効果的な施策を、国や都道府
県、地域の事業者等と連携して進めることが期待される。

（参考)京都議定書目標達成計画に定めら
れた市町村の基本的役割（抜粋　p20）


